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脱炭素と金融庁のネットゼロに向けたファイナンス（FiNZ）行動計
画 

弁護士 長谷川 良和 

1. 金融庁のネットゼロに向けたファイナンス行動計画の公表 

2023 年 4 月 20 日、シンガポール政府は、脱炭素社会を見据えた金融庁 1のネットゼロに向けたファイナンス
（FiNZ）行動計画（「本行動計画」）を公表した 2。本行動計画は、アジアの温室効果ガスの排出量を吸収量及び除
去量と均衡させて正味ゼロ（ネットゼロ）にするという脱炭素社会への移行と脱炭素活動を支援するためのファイ
ナンス戦略を定めるものであり、2019年に開始した金融庁のグリーンファイナンス行動計画の範囲を拡大するも
のである。脱炭素社会への移行に係るファイナンスは、トランジション・ファイナンスとも呼ばれ、電力、不動産
及び交通等の分野を着実に脱炭素化するための取組を支援する投資、貸付、保険及び他の関連ファイナンスを意味
する。 
 
近時、東南アジア域内のインフラや不動産投資等の個別案件においても、脱炭素化要素を投資や貸付の適格基準

等として設定する案件をサポートする機会は増えつつあり、トランジション・ファイナンスの重要性は今後も増し
ていくと見込まれる。 
 
そこで、以下では、金融庁のネットゼロに向けたファイナンス行動計画について紹介する。 

2. 本行動計画における 4つの戦略目標 

本行動計画は、次の 4つの戦略目標から構成されている。 
 

1. 情報開示等の促進・強化 

金融庁は、金融市場の参加者への意思決定のガイダンス提供及びグリーンウォッシング 3リスク対策という観点
から、一貫性、比較可能性及び信頼性のある気候データ及び情報開示の促進を継続する。 

 
 金融庁は、脱炭素社会への移行に係る企業の事業リスクの評価手法に関し、環境・社会・ガバナンス（ESG）

に関する格付及び情報提供を行う事業者に開示義務を課す行動規範を産業界と共同策定すべく取り組んで
いる。この点について、より広範にフィードバックを得ることを目的として 2023 年下半期にパブリック
コメントを募集予定である。 

 
 

1 シンガポール金融庁（Monetary Authority of Singapore） 
2 https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2023/mas-launches-finance-for-net-zero-action-plan 
3 グリーンウォッシングとは、環境に配慮しているかのように装って、実際には実態が伴っていない活動を意味する。 

シンガポール 

https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2023/mas-launches-finance-for-net-zero-action-plan
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 金融庁は、クロスボーダーのグリーンファイナンス及びトランジション・ファイナンスの推進を目的とし
て、法域を跨ぐ共通の認定分類（タクソノミー）の相互運用向上に向け、他法域の当局やステークホルダー
と共同で取り組む。 

 
 金融庁は、主要な金融機関及び上場会社が国際サステナビリティ基準審議会 4の基準に適合する開示をリス

クベースで行うためのロードマップ策定を目的として、シンガポール証券取引所及び他の政府機関と共同
で取り組む。 

 

2. 金融分野の気候適応能力向上 

金融庁は、金融機関による健全な環境リスク管理の実務の育成と、気候関連の金融リスク特定のための気候シナ
リオ分析及びストレステストの強化を継続する。また、金融機関による移行計画の監督にあたり、国際的な最善の
実務を取り込んでいく。 
 

3. 移行計画の信用確保 

金融機関による科学的根拠に基づく移行計画の採用を支援するため、金融庁は、信用ある域内の業界別の脱炭素
化の取組支援について、国際エネルギー機関等の国際的パートナーと連携する。金融機関は、自らの温室効果ガス
排出削減目標設定にあたり、また顧客の脱炭素化の取組について顧客と協働するにあたり、上記業界別の脱炭素化
の取組を参照できるようになる。 

 

4. グリーン・移行手段・市場 

金融庁は、脱炭素に向けた努力及び気候リスクの軽減を支援するため、革新的かつ信用性のあるグリーン及びト
ランジション・ファイナンスの手法と市場形成を促進する。 
 
 金融庁は、脱炭素化社会への移行時のウォッシングリスク対策を講じる一方で、奨励スキームの対象に脱

炭素化社会への移行に係る社債及びローンを含める形でその範囲を拡大する。その際、国際的認知度を有
する認定分類及びトランジション・ファイナンスの原則的な考え方との整合性を確保する。また、持続可能
なデット市場の透明性促進のため、発行体又は借入人による法人レベルの持続可能性に係る開示の早期採
用を促進する。金融庁は、改訂後の奨励スキーム用に、2028 年末までの 5 年間にわたり 1,500 万シンガ
ポールドル（約 15億円 5）を準備しており、詳細は公表間近の予定である。 

 
 金融庁は、CATボンド 6及び追加的な気候リスクファイナンス証券の継続的成長を支援するため、保険リン

ク証券の奨励スキームを 2025 年末まで延長する。これは、資本市場に存在する災害リスクに対する保護
を図るための追加ファイナンスを可能とするものである。1,500 万シンガポールドルの奨励金は、アジア
のリスクに着目する CATボンド及びより広範な保険リンク証券の発行費用にも充てられる。 

 
 金融庁は、炭素排出の多い分野の脱炭素化に向けたファイナンス提供のため、民間セクターや慈善団体と

連携してブレンドファイナンスの規模を拡大する。また、アジアにおける炭素の軽減及び排除に向けた案
件へのファイナンス提供を橋渡しするため、シンガポールにおける脱炭素関連サービス及びカーボンクレ
ジット市場の発展を支援する。 

 
4 International Sustainability Standards Board （ISSB） 
5 1シンガポールドルを 100円として計算している。 
6 Catastrophe bondsと呼ばれる大規模自然災害に係る一定のリスクを投資家に配分する証券を意味する。 
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3. 目標達成に向けた対応 

上述の目標達成のため、金融庁は、グリーンフィンテックの育成及び規模拡大を継続し、また労働者のスキル及
び能力向上への投資を継続する考えを示している。 
 
本行動計画を受け、脱炭素社会への移行と脱炭素活動の推進に関し、今後より具体的な計画や対応が講じられる

ことが見込まれるため、今後の展開を注視する必要がある。 
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[執筆者] 
長谷川 良和（長島・大野・常松法律事務所 Nagashima Ohno & Tsunematsu Singapore LLP 
弁護士 パートナー） 
yoshikazu_hasegawa@noandt.com 
シンガポールを拠点に、東南アジアその他アジア地域において日系企業が直面する法律問題に
幅広く関与している。特に、日系企業による東南アジアへの進出、M&A、ジョイント・ベンチ
ャー、危機対応、エネルギー・インフラ案件を取り扱っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NO&T Asia Legal Update ～アジア最新法律情報～の配信登録を希望される場合には、
<https://www.noandt.com/newsletters/nl_asia_legal_update/>よりお申込みください。本ニュースレターに関するお問い
合わせ等につきましては、<newsletter-asia@noandt.com>までご連絡ください。なお、配信先としてご登録いただきましたメ
ールアドレスには、長島・大野・常松法律事務所からその他のご案内もお送りする場合がございますので予めご了承いただけます
ようお願いいたします。 

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アド
バイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般
的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題について
は、必ず弁護士にご相談ください。 
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長島・大野・常松法律事務所は、500名を超える弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所で
あり、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ及び上
海に拠点を構えています。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで
提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。 

当事務所の海外業務に関する詳細はこちら 

https://www.noandt.com/
https://www.noandt.com/practices/global_practice/

	1. 金融庁のネットゼロに向けたファイナンス行動計画の公表
	2. 本行動計画における4つの戦略目標
	1. 情報開示等の促進・強化
	2. 金融分野の気候適応能力向上
	3. 移行計画の信用確保
	4. グリーン・移行手段・市場

	3. 目標達成に向けた対応

